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(対雨･副大臣｡政務官）
5月16日（火）参・法務委

民事局作成

仁比聡平議員（共産）

1問事業のために負担した貸金等債務を主債務とする
保証契約を締結する際に，保証人になろうとする者
の保証意思を公証人が確認することとした趣旨を，
法務大臣に問う。

〔結論①：意思確認制度を設ける趣旨〕

・ 事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証

契約においては，その保証債務の額が多額になりがちで

あり,保証人の生活が破綻する例も相当数存在するとい
われている（注1） 。

．その理由としては,保証契約は個人的情義等に基づい

て行われることが多いことや，保証契約の締結の際には
保証人が現実に履行を求められることになるかどうか

が不確定であることもあって,保証人の中には,その'ノ

スクを十分に自覚せず，安易に保証契約を締結してしま

う者が少なくないことが指摘されている。

. もっとも,例えば個人は保証人になれないこととする

ら

℃
など保証人の負うリスクへの配盧が行き過ぎると，それ

により中小企業がそもそも融資を受けにくくなるとい

うことを危il具する意見も， 中小企業団体を中心に有力に

主張されている。

.そのため，里小企業の資金調達に支障が生じないよう

にしつつ，個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証人
になるこ I卜 汽とを防す ，‘,、 力るという観 、ら， 事業のために負

担した貸金等債務を主債務とする保証契約を全面的に

,



う

禁止するのではなく， このような保証契約については，

公的機関が保証人になろうとする者の保証意思を事前

に確認しなければならないものとし, この意思確認の手

続を経ていない保証契約を無効とするのが相当である

と考えられた。

(注1） 日本弁護士連合会が公表する「2014年破産事件及び個人再生

事件記録調査」によれば，調査を実施した破産事件（平成25年6月1

日か'ら同年11月30日までに自然人から申立てがされた破産事件から

無作為抽出されたもの）のうち多重債務を負担するに至った主な理由が

保証であるものは， 22． 42パーセントである。なお， 自然人の破産

申立件数は，平成25年においては， 7万2287人である。

〔結論②：確認主体を公証人とした趣旨〕

。 そして，その確認を行う公的機関としては，十分な法

律知識等を有し，公正・中立な立場から公正証書の作成

く

ろ

等の業務を行う公証人がふさわしいと考えられる（注
I

2） ・

(注2）公証人法は，法務大臣が，法曹有資格者又はこれに準ずる学識経

験を有する者から，公証人を任命することとしている。なお,例外的に，

法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない
｡

場合等には,法務大臣は， 当該法務局及び地方法務局に勤務する法務事

務官に公証人の職務を代行させることができることとされている(公証

人法第8条，第9条） 。

〔まとめ〕

・ 以上を踏まえ,改正法案においては，事業のために負

担した貸金等債務を主債務とする保証契約については，

公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に

確認しなければならないものとし， この意思確認の手続

を経ていない保証契約を無効とすることとしている（第

℃
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465条の6） 。
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【責任者：民事局 筒井民事法制管理官内線■■携帯電話
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(対灰国･副大臣･政務官）
5月16日（火）参・法務委

民事局作成●

仁比聡平議員‘ （共産）

2問改正法案は，第三者保証を求めないことを原貝Iと
するなどの金融政策などと逆行するのではないかj
法務大臣に問う。

〔前提・個人保証に依存し過ぎない融資慣行〕”

” 個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は，我が国

社会において極めて重要なものであると認識している

が，他方で，個人保証を利用することを全面的に禁止し

た場合には，特に信用力に乏しい中小企業の資金調達に
支障を生じさせるおそれがあるとの指摘が中小企業団

体を始めとする関係団体等から強く寄せられており， こ

の指摘も重く受け止める必要があると考えている。

〔改正法案の意義〕

。 個人保証の問題に関しては， これらの相反する要請を

どのようにバランスの取れたものとしていくかが重要

であったものと認識している。

． 改正法案の立案に当たっても， これらの要請をどのよ

うに調和の取れたものにするかに配慮しつつ検討が行

われたが,最終的な結論としては，事業性の融資に関し

て,保証契約を無効にするという極めて強力なルールを

設けることを前提に， このルールの適用対象は,弊害が

顕著である第三者が保証をするケースに限定し,かつ，

第三者保証についてもこれを全面的に禁止することと

はしないこととしたものである。

!○

℃

Ⅷ
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． なお，改正法案は，保証契約については，契約自由の

原則に委ねることとせず，保証がもたらす弊害を念頭

に，不健全な保証を抑止する趣旨で民事法上の規制を加

えるものであり， もとより，金融機関が金融庁の監督指

針に反する行動をすることを許容する性質のものでは

ない。

したがって，改正法案は，

に違いがあるものではなく，

金融庁の監督指針と方向性

監督指針と相まって， 第三

者の個人保証を求めないことを原則とする融資慣行を
ら
F確立し， その適正化を図ることに資するものと考えてい

る。

〔結論〕

・ 法務省としては，改正法案の成立後は，今回の施策が

十分に所期の効果を発揮するかどうかを注視するととも

引き続き，個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確に，

立に向け関係省庁と連携しつつ取り組んで参りたい

℃ I

【責任者:民事局筒井民事法制管理官内線■■携帯電話一
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(対閃司･副大臣｡政務官）
5月16日（火）参画法務委

民事局作成

仁比聡平議員（共産）

弓侭弓右 二

工
干可ﾛロ n上

〔結論・執行認諾文言付きの公正証書による問題〕

. かつて貸金業者による執行認諾文言付きの公正証書の

作成によって保証人に被害が生じる事例が問題となっ

たものとしては“平成16年頃に起きた，いわゆる商工
‘○

ローンによる公正証書の無断作成問題があるものと承

知している。

・ ここでは,例えば，本人に無断で作成された委任状が

利用され，本人が知らない間に執行認諾文言付きの公正

証書が作成されるといった濫用事例があったと指摘さ

れていたものと承知している(注) 6

(注）平成16年頃，商工ローン会社のSFCG(旧商工フアンド）が，

金銭消費貸借契約や保証契約を締結するに際し，カーボンコピーを用

いるなどして相手方(借主）の認識がないまま委任状を不正に取得し，
特定の公証人に依頼して大量の公正証書を作成しているとの報道があ

った(平成16年11月24日毎日新聞同年12月24日毎日新聞)。

℃

【責任者:､民事局筒井民事法制管理官内線■■携帯電話■■■■■■■
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月16日 （火）
仁比聡平（自民）

4間過去に公証制度に関して問題が発生した際に，法務
省としてどのような対策を講じたのか，法務当局に問
う。

（答）

（先ほど大臣が述べたとおり， ）平成16年頃に起きた，い

わゆる商工ローンによる公正証書の無断作成問題においては，

例えば，本人に無断で作成された委任状が利用され，本人が知

→ らない間に執行認諾文言付きの公正証書が作成されるといった

b濫用事例が指摘されていた｡ 、
執行認諾文言が付された保証契約の公正証書は,本人自らが
公証人に対して発言をする必要等もないため，必ずしも本人が

公証役場に出頭する必要はなく，代理人による嘱託であっても

作成することができることから, このような問題が生じたもの

である（注）。

法務省としては， この問題については,公証人法施行規則の

改正によって，代理人の嘱託により公正証書が作成された場合

には，公正証書作成の事実を書面により本人に通知しなければ
ならないこととし（公証人法施行規則第13条の2第1項） ，

b執行認諾文言が付されているときは，その意味を通知しなければならないこととして（同条第2項，附録第1号の2） ，既に

対策を講じたところである。

保証人本人自らが公証人に直保証意思宣明公正証書は(注)なお，

したがって，保証人の意思確認のための公正証書を作成する際

はもとより， これと併せて執行認諾文言付の保証契約公正証書を

作成する際についても，直接保証人本人に対してその意思確認を

することになる。

－1－
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したがって，

かつての被害事例と同様の問題が確認を厳密に行う ことにより

これまで以上に防ぐことができることから，うな事態は生ずるよ

改正法案の下で思わぬ被害が増加するようなことにはならないと

考えられる。

（参考条文）

○公証人法施行規則

第13条の2公証人は，代理人の嘱託により証書を作成した場合に

；は，証書を作成した日から三日以内に次の各号に掲げる事項を本人

雪 、 に通知しなければならない｡．ただし，代理人が，本人の雇人又は同

‘○居者である場合には， この限りでない。
一～三 （略）

四債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載の有無

2 前項の通知は,伺項第四号の記載のある証書については附録第一
号の二の様式による書面により， 同項第四号の記載のない証書につ

いては附録第一号の三の様式による書面によりしなければならない。

3 （略）

○附録第一号の二の様式

℃

様

平成 年 月 日

公正証書（執行認諾文言付き）の作成について

あなたの代理人の嘱託により下記の公正証書を作成しましたの

で，公証人法施行規則（昭和24年法務府令第9号）第13条の

－2－



2第1項及び第2項の規定により，通知します。 ’

この公正証書には,あなたが直ちに強制執行に服する旨の陳述
（執行認諾文言）の記載があります。したがって， あなたがこの

載点れた内騨の給 ”I－I p－W毎

J，． α〕’息

の由~産'、の月茜缶llW

ることができます（民事執行法第22条第5号

記

1 作成された公正証書

ア証書の件名 の件

イ証書の番号平成 年第 号

ウ証書作成の年月日 平成 年月 日

2 作成した公証人の氏名及び役場

公証人 （ 公証役場）

3 作成の当事者

アあなたぁ代理人の住所及び氏名

b

イ相手方の住所及び氏名

'0
1

法務局（地方法務局）所属

公証人 （ 役場）

●

－3－
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月16日 （火）
仁比聡平（共産）

5問なぜ，執行認諾文言付きの保証契約公正証書につい
ては，その作成に当たって保証人本人が公証役場に赴
くことを必要としなかったのか，法務当局に問う。

（答）

1執行認諾文言付きの保証契約公正証書の作成のために本人

の出頭が不要である理由

・ 執行認諾文言付きの保証契約公正証書の作成についても，

公正証書の作成を嘱託する側の便宜を図る観点から，一般の
法律行為と同様に代理人による嘱託を認めている。

もっとも, （先ほどお答えしたとおり， ）代理人の嘱託に
より公正証書が作成された場合には,公正証書作成の事実を
書面により本人に通知しなければならないこととし（公証人
法施行規則第13条の2第1項） ，かつ，執行認諾文言が付

されているときは，その意味を通知しなければならないこと

としている（同条第2項，附録第1号の2〕。

したがって，執行認諾文言付きの保証契約公正証書につい

て，本人の知らないうちに，無権限の代理人の嘱託による作

成が行われるといった濫用事例については，既に対応策を講
じているところである。

／ ， ．

○

℃

2 改正法案による保証意思宣明公正証書の作成義務

また，改正法案においては，事業のために負担した貸金等

債務（注）を主債務とする保証契約について〉公証人による

保証人の保証意思確認制度を創設しており， ここでは,保証

人本人から直接公証人が意思確認をすることが担保されてい

る。したがって，委員ご指摘の問題については， この制度の

対象範囲の拡大によって対応することも考えられる。

もつと.も， この制度は，個人がリスクを十分に自覚せず安

－1－



､易に保証人になることを防止する必要があるという考慮に基

づき,そのために必要な限度で創設しようとするものである。

したがって，その対象範囲の拡大等については, 』慎重な検討

が必要であるが，改正法案の施行後の状況については，法務

省として, 、注視してまいる所存である。

金銭の貸渡し又は手形の割引を受けること） 「貸金等債務」 とは,金銭

によって負担する債務をいう

(注）

(第465条の3） 。

℃
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←
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月16日（火）
仁比聡平（共産）

6問そもそも公証人には,執行認諾文言付きの保証契約
公正証書を作成する際に主債務の存否について確認す
る義務を課すべきと考えるが，法務当局の所見を問う。

8 1

(答)

公証人は，無効の法律行為等について公正証書を作成する
ことができず，当該法律行為が有効であるか等について疑い

があるときはう関係人に注意をし，かつ，その者に必要な説

明をさせなければならないものとされている（公証人法第2
6条，公証人法施行規則第13条第1項） 。
したがって，公証人は，保証契約公正証書を作成する際に

は，保証契約の成立要件・有効要件につき関係人に質問する
こと等により，慎重に審査をする必要がある。 ／

そして，主債務が有効に存在することは，保証契約の成立
要件であるため，公証人は，主債務の存否について確認しな
ければならないものと考えられる｡ ．

r ・

＄

○

(参考） 最判平成9年9月4日民集51巻8号3718頁は,国家賠
償事案において， 「公証人は，公正証書を作成するに当たり,聴取
した陳述（書面による陳述の場合はその書面の記載）によって知り

得た事実など自ら実際に経験した事実及び当該嘱託と関連する過去
の職務執行の過程において実際に経験した事実を資料として審査を

すれば足り，その結果，法律行為の法令違反,無効及び無能力によ

る取消し等の事由が存在することについて具体的な疑いが生じた場

合に限って嘱託入などの関係人に対して必要な説明を促すなどの調
・査をすべきものであって，そのような具体的な疑いがない場合につ

いてまで関係人に説明を求めるなどの積極的な調査をすべき義務を

負うものではないと解するのが相当である。」と判示している。

℃

へ
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(参照条文）

O公証人法（明治41年法律第53号）

第二十六条公証人ハ法令二違反シタル事項，無効ノ法律行為及行為

能カノ制限弓因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為二付証書ヲ作成

スルコトヲ得ス

○公証人法施行規則

第十三条公証人は，法律行為につき証書を作成し，又は認証を与え

る場合に，その法律行為が有効であるかどうか，当事者が相当の

考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうか

について疑があるときは，関係人に注意をし，且つ,その者に必

要な説明をさせなければならない。

②公証人が法律行為でない事実について証書を作成する場合に，そ

の事実により影響を受けるべき私権の関係について疑があるときも，率

凸● ●

イ

○

へ

～

‘前項と同様とする。

Ｊ

ｒ

{○

《

1
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|更問 主債務の存否について確認義務を負っていると理解｜
｜ してよいのか， と問われた場合。
L－－－－．_、一一一・.、一一一一..． ..． ．｡、－－－－－‘＝．.．一一､..－百‘－－－－－－－．.。－．.． ...－.､ローーーーー,一一一一・・・ ・・・ ・.｡ ･･･一･･口一一・・ロー」

・ 公証人法上は，主債務の存否について確認義務を負ってい

ると考えられる（注） 。
や

(注） 確認をする具体的な方法については，個別の事案に応じて判断

されるものであり， 関係人の供述や提出資料から確認することがで

きることもあるため，常に積極的に質問する義務を負うわけではな

○
、

い。

ノ

℃
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平成29年5月16日（火）
仁比聡平（共産）

参？法務委員会
対法務当局（民事局）

(答）

法律上口授することとされている事項

改正法案においては，保証人になろうとする者はj公証人

に対し，保証意思を宣明するため，主債務の内容など法定さ

れた事項を口頭で述べな励れぱならないこととしている-(第
465条の6第1項及び第2項第1号） 。

具体的には，まず，根保証契約以外の通常の保証契約の場

合には，

①主たる債務の債権者及び債務者

②主たる債務の元本，主たる債務に関する利息，違約金，

損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及

びその内容

③主債務者がその債務を履行しないときには、その債務の

全額について履行する意思を有していること，連帯保証の場

合には,債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか，

主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか>

又は他に保証人があるかどうかにかかわらず，その全額につ

いて履行する意思を有しているこどを, 口頭で述べることと

なる。

そして）根保証契約の場合には，

①主たる債務の債権者及び債務者

②主たる債務の範囲，根保証契約における極度額，元本確

定期日の定めの有無及びその内容

③主たる債務者がその債務を履行しないときには,極度額

の限度において元本確定期日又は〔第465条の4第1項各

1

‘○

℃

－1．．．



号若しくは第2項各号に掲げる事由その他の〕元本を確定す

べき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主

たる債務に関する利息，違約金，損害賠償その他その債務に

従たる全てのものの全額について履行する意思を有している
こと,連帯保証の場合には，債権者が主たる債務者に対して

催告をしたかどうか,主たる債務者がその債務を履行するこ

とができるかどうか,又は他に保証人があるかどうかにかか

わらず,その全額について履行する意思を有していることを，
口頭で述べることとなる（注） 。

℃ リスクを認識しているかどうかの確認

法律上口授すべき事項は,以上のとおりであるが， これを

口授させる趣旨は，保証人自身による口授を通じて,その保

証意思が強固なものであることを確認しようとするところに

ある。

なお，公証人は,保証意思の確認に際して，保証人になろ

うとする者が保証しようとしている主債務の具体的内容を認

識していることや，保証契約を締結すれば保証人は保証債務

を負担し，主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行

しなければならなくなることを理解しているかなどを検証し,

保証契約のリスクを十分に理解した上で，保証人になろうと

する者が相当の考慮をして保証契約を締結しようとしている

か否かも見極めることが予定されている。

そして， ここでいう保証契約のリスクとは，単に保証契約

の法的意味といったものではなく，その契約を締結しようと

している保証人自身が,当該保証債務を負うことによって直

面し得る具体的な不利益を意味しており，公証人は,保証人
になろうとする者がこのリスクを理解しているのかについて

十分に見極める必要がある。

例えば， 当該保証債務を履行できなければ，住居用の不動

2

b

‐2－



産に対して強制執行をされて生活の本拠を失ったり，給与を

差し押さえられて生活の維持が困難になったり，預金を差し

押さえられて当座の生活にも困窮することがあり得ることを

現に認識しているのかなどを確認し，その保証契約のリスク

を十分に理解しているのかを見極めることが要請される。

｡

、

3 まとめ

このように，公証人は，法律上口授することが必要な事項

にとどまらず，保証契約のリスクを十分に理解しているのか

を見極めるために,必要な事項について確認することとなる。
〆

○ 、

＄

(注）なお，連帯保証の場合に口頭で述べる内容を，他の保証と違うも

のとしているのは，通常の保証では，①保証人は主債務者に催告を

すべき旨を請求することができ（催告の抗弁。第452条） ，②保

証人が主債務者に弁済をする資力があり，かつ，執行が容易である

ことを証明したときは，債権者は主債務者の財産について執行しな

ければならず（検索の抗弁。第45．3条） ，③保証人が数人あると

きは，保証債務の額は数人で分割される（分別の利益）が，連帯保

証では，①及び②の抗弁は認められず，③の利益も否定されている

との差があることによる。

(○
へ

－3－

、
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平成29年5月16日 （火） 参・法務委員会
仁比聡平（共産） 対法務当局（民事局）

意思の孫
要があそ
を確認す
知って主
のでは力

認の ‘-当際に
のか, 保同
るとして1
傷､-3単 亭-”

て確読

解して
者の湾

ﾉLWJ､1H

のリン
証人に
な確謡
卜で閤弓

(答）

確認すべき対象

公証人は,保証意思を確認する際には，保証人になろうと

する者が保証しようとしている主債務の具体的内容を認識し

ていることや，保証契約を締結すれば保証人は保証債務を負

担し，主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しな
ければならなくなることを理解しているかなどを検証し，保

証契約のリスクを十分に理解した上で，保証人になろうとす

る者が相当の考慮をして保証契約を締結しよう･としているか

否かを見極めることが予定されている。

そして，保証意思が確認された場合には，保証意思宣明公

正証書を作成するが，保証意思を確認することができない場

合には，公正証書の作成を拒絶しなければならない（公証人

法第26条） 。

また,、公証人において，債権者や主債務者などとのやり取

りなどその保証人が保証意思をもつに至った経緯についても

確認するのが通常であると考えられ，確認の結果，債権者や

主債務者から強く保証人となることを求められたといった事

情があった場合には，保証のリスクを認識しているか否かを

よりよく確認すべきことも当然である。

ところで, ここでいう保証契約のリスクとは，単に保証契

約の法的意味といったものではなく，その契約を締結しよう

としている保証人自身が，当該保証債務を負うことによって

直面し得る具体的な不利益を意味しており，公証人は，保証

1

も

b

Ｉ

イ

－1－

《



人になろうとする者がこのリスクを理解しているのかについ

て十分に見極める必要がある。

例えば， 当該保証債務を履行できなければ，住居用の不動

産を強制執行されて生活の本拠を失ったり，給与を差し押さ

えられて生活の維持が困難になったり，預金を差し押さえら
れて当座の生活にも困窮することがあり得るといった事態が

生じ得ることを現に認識しているのかなどを確認し，その保

証契約のリスクを十分に理解しているのかを見極めることが

要請される。

ろ 2主債務者の資力等 ／ ．

さらに，保証人になろうとする者がそのリスクを理解して

いるのかを確認するに当たっては，保証人になろうとする者

が主債務者の経済状況等について認識しているのかを確認す

ることも重要である。改正法案においては，保証入になるこ
とのリスクを判断するために必要な情報を提供させる趣旨で，

主債務者は，事業のために負担する債務を主債務とする保証

等の委託をするときは，委託をする者に対し，主債務者の財

産及び収支の状況等に関する情報を提供しなければならない

との義務を設けることとしている （第465条の’0） 。公
証人が主債務者の資力等の情報を個人的に知っていることは

実際にはあり得ないと考えられるが，保証意思を確認する際

には，情報提供義務に基づいてどのような情報の提供を受け
たかも確認し』保証人になろうとする者がその情報も踏まえ

てリスクを十分に認識しているかを見極めることになるもの

と認識している （注） ・

b

(注）具体的に，主債務者の財産状況に基づいて実際に主債務者にどの
I ． 、

程度の支払能力があるのか，保証債務の履行を求められる蓋然性は

どの程度あるのかといったことまで，公証人が判断し，保証人にな
ろうとする者に伝えることは想定していない。あくまでも一般的．

＆

／
－2－
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抽象的にリスクが存在することを現実味をもって理解しているのか
を確認するものである。
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匡ヨ！
平成29年5月16日 （火）
仁比聡平（共産）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

9問公証人が保証人になろうとする者に保証意思がない
にもかかわらず，保証意思宣明公正証書が作成された
場合には,保証契約自体も無効となるのか，公証人は
保証意思を確認することができない場合に，保証意思
宣明公正証書の作成を拒絶する義務を負うのか,その
ような義務について根拠規定があるのか，法務当局に
問う。

（答）

1 保証意思宣明公正証書と保証契約との関係

保証契約に先立ち保証意思宣明公正証書が作成されていな

ければならないが， ここでいう保証意思宣明公正証書は，保

証人になろうとする意思が表示されたものでなければならな

い。

したがって，保証意思がないにもかかわらず，公証人が保

証意思宣明公正証書を作成することは，民法上も予定されて
いないし,そのような状態で公正証書が作成されたとしても，

改正後の第465条の6所定の公正証書とはいえないから,

同条第1項に基づき保証契約は無効となると解される(注1）
（注2） 。

℃

℃ 2公証人の拒絶根拠規定 ｛

仮に保証人の保証意思を確認することができない場合には，

公証人は,無効な法律行為等については,､証書を作成するこ

とができないとする公証人法第26条に基づき，公正証書の

作成を拒絶しなければならないこととなる。

したがって,公証人は，保証意思を有することを確認する
義務を負う。

(注1）無効の根拠となる規定は,民法第465条の6である。同条は，
÷ Q

真意といえる保証意思があるごとを確保するものであり，そのような

－1－



′

意思がないのに保証意思宣明公正証書を作成しても, 「保証債務を履

行する意思を表示した」ものとはいえず，同条の保証意思宣明公正証

書には当たらない。

(注2）公証人法第26条違反自体を理由として,公正証書の効力を否

定することは困難であると考えられる。例えば，最判昭和32年12

月10日は，執行認諾文言付公正証書の効力が問題となった事案にお

いて， 『利息制限法に違反した事項を目的とする条項を記載した本件

公正証書は、公証人法二六条に違反するから、本件強制執行は許され

ないと主張する。しかし公証人法二六条の規定は、同条に違反して作

成された公正証書が当然に債務名義たる効力を有しないとする趣旨を

含むものではない。そして公正証書に記載された法律行為の一部が無

効であっても、その無効が法律行為全部の無効を来さない限り、請求

異議の訴にもとづき右公正証書の執行力を全面的に排除することはで

きないと解すべきである。本件において原審が、その確定した事実関

係にもとづき、本件貸借に利息制限法に違反する部分があることを認

めこれを無効としながら、他の有効に成立したと認められる部分につ

き本件公正証書による強制執行を許すべきものとし、上告人の請求の

一部を棄却したのは正当である。所論は採用できないb 』とする。所論は採用できない6 』とする。

℃

℃

－2－



3

平成29年5月16日 （火）
仁比聡平（共産）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

10間主債務者が行う事業に現に従事している主債務者
の配偶者について，保証意思宣明公正証書により保証
意思を確認することなく保証人になることができると

： の特例を設けることとしたのはなぜか，法務当局に問
う。

(答）

1 改正法案の内容

改正法案においては，主債務者が行う事業に現に従事して

いる主債務者の配偶者（注1）は，保証意思宣明公正証書に

よる保証意思の確認がされなくとも，事業のために負担した
貸金等債務を主債務とする保証契約を有効に締結することが

できることとしている（第465条の9）｡

ノ ﾞ

y

○

2 主債務者の配偶者を除外する理由

保証意思宣明公正証書の作成を義務付ける趣旨は，個人的

情義等から保証のリスクを十分に自覚せず，安易に保証契約

を締結することを防止することにある。

そのため，改正法案の立案の過程においても,個人的情義

等から保証人となることが多い主債務者の配偶者を例外とす

るのは相当でないとの指摘もあった。

しかし，個人が事業を営んでいる場合には，その個人の財

産がその事業に供され，かつ，その利益はその個人に帰属す

‘ることとなるが，その個人事業主が婚姻しているときには，
事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は，その配偶者

と共に形成した夫婦の共同財産であると評価され得るもので
ある。

そして，夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく，そ

の配偶者がその事業に現に従事しているのであれば，事業を

共同で行う契約などが夫婦間に存在せず，共同事業者の関係

℃

－1－
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にあるとまでは言い難い事例であっても，財産や労務を事業

に投下し，他方で，利益の分配を受けているという点で,実

質的には個人事業主と共同して事業を行っているのと類似す

る状態にあると評価することができる｡

そうすると，個人事業主の事業に現に従事している配偶者

は,その個人事業主の事業の成否に強い利害関係を有しｼﾉそ
の状況を把握することができる立場にあるといえる。

また，現に，配偶者を保証人とすることによって金融機関

から融資を受けている事例も少なくないのが実情である （注

2） 。 したがって， このような融資の実情を考慮すると，配
偶者についてはこれを保証人とする客観的な必要性も高いも

のと考えられる。

０
、
ｊ

１
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ

ｂ
ｑ
《
や

b′

3 改正法案の内容
そこで,改正法案においては，主債務者が個人事業主であ

る場合のその配偶者については，主債務者の事業に現に従事

していることを要件とし， これにより事業内容を把握するこ

とができる地位にあることを確保した上で，保証意思宣明公

正証書による保証意思の確認がされなくとも，保証契約を有

効に締結することができることとしたものである。

画

、

℃ (注1）｢事業に現に従事している」 とは，保証契約の締結の時点でj
主債務者が行う事業に何らかの形で従事していることをいう。そ

の従事する業務の内容に特段の制限はないが,例えば，税務会計

書類上で形式的に従業員として扱われているだけで直ちに該当す

ることにはならず,実際に何らかの業務に従事していることが必

要である。
（注2）金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」においても，

経営者以外の第三者を保証人とすることを銀行は求めないこと

を原則としながらも，個人事業主と共に事業に従事する配偶者

を保証人とすることは例外的に許容するとしている。

－2－
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● 令 ◆ 改正案 、 ・ ・ 現行

（公正証書の作成と保証の効力に関す
る規定の適用除外）

篁四_亘室土工全里21土煎三条の規定は、

■今

保証人になろうとする者が次に掲げる

者である保証契約については、適用し

ない。

り
一
一

一
一
一
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二（略）
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＝

主たる債務者（法人であるものを

除ぐ 以下矛の号lr-猪いて同
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じ
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､少

共同して事業を行う者又は主たる情

務者が行う事業に現に従事している
■

主たる債務者の配偶者 ､

､ ｡

(新設）
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平成29年5月16日 （火）
仁比聡平（共産）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

11問保証人が個人である場合における責任制限（比例
制限）の方策を盛り込まなかった理由は何か，法務当
局に問う。

（答)

1法制審議会における議論

法制審議会においても,個人保証人の責任を事後的に減免
する法的な仕組みを設けることの当否が検討されたものと承
知している｡

これに対してはう①保証債務の額が保証人の資力を超えて

いる場合には，その超過部分は元々回収することができない

のであるから，債務の減免等を認めても債権者を害すること

はないこと,②負担している債務が保証債務のみである者は，
このような仕組みを導入することによって破産等の手続によ

らずに生活再建を図ることが可能となることなどの理由を挙
げて，賛成する意見もあった｡

しかし，他方で，①破産等の手続によらずに裁判所が保証

人の資産状況を適切に把握することは困難であり,保証債務

が保証人の資力に比して過大となっているかどうかの基準の

設定も容易ではないこと，②保証人の責任が事後的に減免さ

れることがあるとなると，その可能性を念頭に融資をせざる

を得なくなり，主債務者の信用を補完するという保証の持つ

機能が低下し，その結果， 円滑な資金調達に支障が生ずるお
それがあるといった理由を挙げて, このような仕組みに反対
する意見も強く主張された。

法制審議会においては， このような議論を経た上で， 円滑
な資金調達に支障が生ずる懸念を払拭することができないこ
とを重く見て,最終的に，保証人の責任の範囲を事後的に制

限する法的な仕組みを設けることは見送ることどされたと承

ら

b

＝

－1－



知している （注） 。
U

け

●

2結論

これを踏まえ，改正法案においても，個人保証入の責任そ

のものを限定する規律を設けることとはしていないのであり，
保証人の責任を強制的に減免するなどして事後的に制限する

法的な仕組みの創設については，慎重な検討が必要であるも
のと認識している。

(注）全国銀行協会及び日本商工会議所を事務局とする「経営者保証に

関するガイドライン研究会」は，平成25年12月，事業が破綻した

場合における保証債務の整理の在り方等を定める「経営者保証に関す

るガイドライン」を作成し，公表している。金融庁の「主要行等向け
の総合的な監督指針」と「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指
針」においては，経営者保証に関するガイドラインの趣旨や内容を踏

も

まえた適切な対応を求めている。
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